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神奈川RB第9回総会　次
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神奈川RB宣言

1.我々は､震災時においてオートバイの機動性を活かして

被災地のために救援活動とその支援を行います

2.我々は､ボランティア活動を基本とし活動上発生した傷害は

加害被害を問わず自己責任とします

3.我々は､自己完結型のボランティアを目指します

4.我々の活動は､ボランティア精神をもったあらゆる人々に開かれています｡
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2006年度を総括して　～代表より～

神奈川RBは1997年の7月に発起人会を発足して活動を開始して以来､今年で早10年になります｡

ボランティア活動に関して素人集団であった我々が､停滞することなく活動を継続できていること､実質的

な活動を遂行できる能力を持てたこと､また狭い範囲ではありますが関係機関･団体に対して神奈川RBを

認知頂けたことをとても嬉しく思います｡これは何より神奈川RB会員各位の持続的な努力･貢献によるもの

です｡大変ありがとうございました｡

この10年間を思い出してみると災害支援などの活動ももちろん大きな出来事ではありますが､会として考

えると会員の入れ替わりの多さに気づきますo

サラリーマンの多い神奈川という土地を象徴していますが､ 10年間も活動を継続できている理由としてこ

の入れ替わりの多さが神奈川RBに良い新陳代謝を与えてくれている様に思えます｡

また転出された方とも良好な関係を持ち続けることができており､形としては見えにくい少なくない支援も

頂いていますoまた新たに入会されたメンバーや発想の柔軟なメンバーを中心として､普段の活動に随時

新しい要素が盛り込まれていくことも神奈川RBの良い特徴です｡

この様に10年間を振り返ってみても孝明期の苦労や過去の実績に対する思いは薄く､その時その時に

/必要なことを/無理のない範囲で/楽しく興味を持って､活動できたことが思い出されますo

神奈川RBの良さはたくさんあるとは思いますが､今の形を継続する必要はありません｡ 10年経っても20

年経っても現在の神奈川RBの様に､去年設立したかと思える様な端々(みずみず)しい団体として活動を

続けられると嬉しく思います｡

2006年度神奈川RB代表　井上哲也
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2006年度活動報告に関する件

月 �?｢�イベント内容(担当者) 丶ｨﾜ8�ｨ��

1月 ��I?｢��Y?｢�防災ギャザリングfromかながわ展示参加(辻谷) ��Vﾈ�8ﾊyj��:�5H7ﾈ�ｸ6x5ｨ985��ｲ�

2月 添?｢�第8回総会.新年会(辻谷.太田) ��Vﾈ�8ﾊyj��:�5H7ﾈ�ｸ6x5ｨ985��ｲ�

3月 添?｢�3月5El運営ミーティング 丶9�kﾈ�8､9�kﾈ5H7ﾈ�ｸ6x5ｨ985��ｲ�

4月 ��?｢�)?｢�無線通信訓練(沢田) (神奈川非常通信通信コンテスト参加) 運営ミーティング ��Vﾈ�8ﾊyj��:�5H7ﾈ�ｸ6x5ｨ985��ｲ�

15日 16日 ��h.ｸ*H檍68�ｸ8ｨ984�ﾎ9:���静岡県BBRoad 

5月 �9?｢��9?｢�中国四国RB合同.広島フラワーフェスティバルパ レード参加(矢代) 安全運転講習会 儘ﾉ8xﾊr���Vﾈ�8願ｾi?�i9�ﾈ暮5ﾙlhｹh韜&ｨ��｢�

14日 �阮87��ｸ6X4(984��海老名市海老名サポートセンター 

27日 ��c3x��?�}h棈���8暮5ﾙ��=��ﾈﾊy�X橙�横浜市旭区二俣川運転免許試農場 

6月 的?｢�運営ミーティング ��Vﾈ�8ﾊyj��:�5H7ﾈ�ｸ6x5ｨ985��ｲ�

4日 11日 傲�f闇��ｸ5ｨ985��ｹ�餔R碓hﾞｒ�横浜市消防訓練センター 

相模原市津久井赤十字病院フェスティバル(矢代) �,8ｷh鯖*ﾉ,8ｷh鯖�H�鬩V����

トライアル走行訓練(尾崎.夏賀) ��Vﾈ�8��f闇��ｸ5ｨ985��ｲ�

18日 �6x8�484�8ｹ�hﾗ8ﾅ��ｲ碓hﾞり廩椶��横浜市消防訓練センター 

7月 �)?｢�運営ミーティング 丶9�kﾈ�8､9�kﾈ5H7ﾈ�ｸ6x5ｨ985��ｲ�

9日 �4�6(6�8�485��ｸ7��ｸ6X4(984�n��2��平塚市荒井自動車学校花水校 

15日 ���8暮5ﾘﾗX�橙�横浜市旭区二俣川運転免許試験場 

8月 添?｢�i?｢�横浜市防災キャンプ(尾崎) 兀���ﾔ鮎i�Xｧr�

9月 �)?｢�9?｢�防災訓練現地実走確認(後藤) 防災訓練現地予行演習(後藤) 八都県市総合防災訓練 丶9�kﾈ�8､9�kﾈ�9o���､9�kﾈ�8､9�kﾈ�9o���

9日 ���8暮5ﾘﾗX�橙�横浜市旭区二俣川運転免許試験場 

23日 ���8暮5ﾘﾗX�橙�横浜市旭区二俣川運転免許試験場 

10月 ��?｢�10月1日運営ミーティング ��Vﾈ�8ﾊyj��:�5H7ﾈ�ｸ6x5ｨ985��ｲ�

14日 �*�,�*ｨ.ﾘ.x68�ｸ8ｨ984��山梨県北杜市おにがわら 

28日 亶駝ﾙd�ｺ8ｵｨ檍ﾊ乂x*ﾙ�Y$｢��横浜市中区 

11月 添?｢�運営ミーティング 丶9�kﾈ�8､9�kﾈ5H7ﾈ�ｸ6x5ｨ985��ｲ�

18日 凩X鳧戊�87��ｸ6X4(984��横浜市県民活動サポートセンター 

ー2月 �9?｢�オフオン2輪4輪走行訓練(尾崎) ��Vﾈ�8��f闇��ｸ5ｨ985��ｲ�

- (1-　1



2006年度決算に関する件

2006年度神奈川RB決算に関する件(総会議事)

自2006年1月1日　至2006年12月31日

1.収入の部 

内 ��金線 儖Xﾖﾂ�

前期繰越金 ム費 �278,190 123,000 4000 ��

コ= 寄付 劔(i8y�ﾘｶ�vﾂ�

備品 僣H�2�0 ��

備品貸与 �3,000 冰云i)仞�y��y�ﾂ�
~雑収入 �2,229 410,419 

合計 剪�

2.支出の部 内訳 広報費 仞����備考 

19946 �7ｸ5�5籀,�,r�ム 交通費 ���走行訓練整備用品 総会会場費 

備品代 �2ﾃ3S��

ム場費 釘ﾃSs��#"ﾃ�S��
F 通信費 剞ﾘ手代他 サボセンロッカー､神災ボラ会費他 

諸会費 消耗品代 ��づ�#��づs#��

封筒､他 振込み手数料他 郵便貯金､SMBC神田 

雑費 �2ﾃ����

次期繰越金 合計 �33�ﾃイB�C��ﾃC���

上記2005年度決算報告書を監査の上･問題が無いことを確認した｡

神奈川RB会計監査

神奈川RB会計監査

山田泰

梶エミ子
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2007年度役員選出に関する件

以下の者を2007年度神奈川RB役員として推薦致します｡

代表　　　　　矢代　幸雄

副代表　　　　伊藤　和博

後藤　猛

沢田　健介

永野　靖彦

夏賀　英樹

原田　裕史

事務局長　　　手塚　則生

会計監査　　　梶　エミ子

山田　泰
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2007年度活動計画に関する件

月 �?｢�イベント内容(担当者) 丶ｨﾜ8�ｨ��

1月 ��Y?｢�臨時ミーティング(後藤) 丶9�kﾈ�8､9�kﾈ5H7ﾈ�ｸ6x5ｨ985��ｲ�

2月 的?｢�2005年度神奈川RB総会(役員) ��Vﾈ�8ﾊyj��:�5H7ﾈ�ｸ6x5ｨ985��ｲ�

4日 ��Yg(橙稲�,ｲ��横浜市神奈川区やきとり｢ゆう｣ 

3月 ���?｢�サーキット走行会【CirGuitFanFesta】(辻谷) 伜)yﾈﾊyD(ﾞ育85�7ﾈ�ｸ688�986亥)yﾂ�

未定 �阮87��ｸ6X4(984�駟k�ｼr��海老名市海老名サポートセンター 

未定 苓檠_�Jﾙ�xﾞﾈｼb磯ik�ｼr��横浜市県民活動サポートセンター 

4月 土?｢�無線通信訓練【非常通信訓練コンテスト】(情報通信分科会) ���=��ﾈﾊy>�*�.h-�ｽ�r�

未定 �阮87��ｸ6X4(984�駟k�ｼr��横浜市県民活動サポートセンター 

未定 ��h.ｸ*H檍68�ｸ8ｨ984�6�484險�:饂ｨ怦橙��未定 

未定 傲�f闇��ｸ5ｨ985��ｸ檍�ｨ査鰮�餔R��hﾗ8ﾅ��ｲ碓hﾞｒ�横浜市消防訓練センター 

5月 �#�?｢�サーキット走行会【CircuitFanFesta】(辻谷) 伜)yﾈﾊyD(ﾞ育85�7ﾈ�ｸ688�986亥)yﾂ�

未定 �阮87��ｸ6X4(984�駟k�ｼr��海老名市海老名サポートセンター 

圭下旬 ��c3亜�?�}h棈���8暮5ﾙ��=��ﾈﾊy�X橙�横浜市旭区二俣川運転免許試験場 

妻未定 傲�f闇��ｸ5ｨ985��ｸ檍�ｨ査鰮�餔R��hﾗ8ﾅ��ｲ碓hﾞｒ�横浜市消防訓練センター 

6月 ��ij).��運営ミーティング(事務局) ��Vﾈ�8ﾊyj��:�5H7ﾈ�ｸ6x5ｨ985��ｲ�

…未定 剌ﾁ防訓練センター会場維持整備.走行訓練(尾崎) ��Vﾈ�8��f闇��ｸ5ｨ985��ｲ�

7月…8日 刮ｮ外無線運用訓練【6m&Downコンテスト】(情報通信分科会) ���=��ﾈﾊy>�-ﾈ+ﾘ,ﾘｽ�r�

…未定 刮^営ミーティング(事務局) 丶9�kﾈ�8､9�kﾈ5H7ﾈ�ｸ6x5ｨ985��ｲ�

圭未定 剌ﾁ防訓練センター会場維持整備.走行訓練(尾崎) ��Vﾈ�8��f闇��ｸ5ｨ985��ｲ�

8月;5日 刄Tーキット走行会.耐久レース【CircuitFanfesta】(辻谷) 伜)yﾈﾊyD(ﾞ育85�7ﾈ�ｸ688�986亥)yﾂ�

未定 �阮87��ｸ6X4(984��横浜市県民活動サポートセンター 

下旬 侈x�8ﾘy:��ﾘﾘyf胃�ﾅ��ｸﾋｹ&��X+�x.ﾘ+��頴�蹴��ｸﾝ�鳧ｨ�:靆HｸiZｨ怦橙��未定 

9月 ��8��j).��県市合同総合防災訓練 (役員.震災時活動研究分科会) 運営ミーティング(事務局) 冕).��､9�kﾈ�8､9�kﾈ5H7ﾈ�ｸ6x5ｨ985��ｲ�

未定 ���Jﾙ�xﾞﾈｼb磯ik�ｼr��横浜市県民活動サポートセンター 

10月 土?｢�サーキット走行会.耐久レース【CircuitFanFesta】(辻谷) 伜)yﾈﾊyD(ﾞ育85�7ﾈ�ｸ688�986亥)yﾂ�

未定 �阮87��ｸ6X4(984�駟k�ｼr��横浜市県民活動サポートセンター 

未定 ��h.ｸ*H檍68�ｸ8ｨ984�6�484險�:饂ｨ怦橙��未定 

11月 的?｢�サーキット走行会【CirGuitFanFesta】(辻谷) 伜)yﾈﾊyD(ﾞ育85�7ﾈ�ｸ688�986亥)yﾂ�

未定 �阮87��ｸ6X4(984�駟k�ｼr��海老名市海老名サポートセンター 

未定 傲�f闇��ｸ5ｨ985��ｸ檍�ｨ査鰮�餔R��hﾗ8ﾅ��ｲ碓hﾞｒ�横浜市消防訓練センター 

12月 冕).��運営ミーティング(事務局) ��Vﾈ�8ﾊyj��:�5H7ﾈ�ｸ6x5ｨ985��ｲ�

未定 �#��iD馥僖陞�駟k�ｼr��未定 

未定 ���Jﾙ�xﾞﾈｼb磯ik�ｼr��横浜市県民活動サポートセンター 

ー　9　-



2007年度予算案に関する件

2007年度神奈川RB予算に関する件(総会議事)

自2007年1月1日　至2008年12月31日

1.収入の部

内訳 仞�ｧ｢�備考 

前期繰越金 �33�繝CB� 

会費 ��3R�����@3000×45名 

合計 鼎cRﾃイB� 

2.支出の部

内訳 仞�ｧ｢�備考 

広報費 �#�ﾃ����ポスター他 

交通費 鉄�ﾃ����活動責補助他 

通信費 �#�ﾃ����切手代他 

諸会費 鼎�ﾃ����HP保守､神災ボラ会費､JARL他 

消耗品代 ���ﾃ����封筒他 

備品代 鼎�ﾃ����無線機購入代 

雑費 迭ﾃ����振込み手数料他 

会場費 ���ﾃ����走行訓練会場費他 

予備費 �#��ﾃイB� 

合計 鼎cRﾃイB� 
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神奈川RB　規約

【神奈川レスキューサポート･バイクネットワーク規約】

第1章　総則

第1条

第2粂

第3条

第4条

第5条

第6条

(名　称)

本会は､ ｢神奈川レスキューサポート･バイクネットワーク｣と称す0

2.通称を｢神奈川RB｣とする｡

(目　的)

本会は､オートバイの機動力とそれを支援するネットワークにより､震災時における情報活動および

救援活動のサポートを行うことを目的とする｡

(基本理念)

本会の活動は､ボランティアを基本とし､法を遵守し安全を最優先にした活動を旨とする.

(事　業)

本会は､第2条に揚げる目的を達成するために､以下の事業を行う｡

①　会員の訓練及び研修｡

②　会員相互の交流と親睦に関する活動o

③　本会の広報活動と啓蒙活動o

④　同様な目的を有する他団体･行政機関等との連携協力｡

⑤　震災に関する情報収集､研究｡

⑥　その他､目的を達成するために必要な事業｡

本会の事業年度は毎年1月1日から12月31日までとするo

第2章　会員及び会費

(会　員)

会員は本会の目的､理念に賛同する者とする｡

1　11　1



神奈川RB規約

(会員の権利)

第7条

会員は本会の目的に必要なすべての権利を有する｡

第8条

第9条

第10粂

第11条

第12条

第13条

(会員の義務)

会員は本会に入会手続きを行うとともに本規約及び別途定める細則などを遵守する｡

(会費などの納入義務)

会員は細則に示す年会費を当該年度中に納入しなければならない｡

(会員資格の喪失)

会員が､以下の各号の一に該当した場合､除名することがある｡

①　退会

②　死亡

③　除名

(退会)

退会する会員は別途定める退会届を提出するものとする.

2･会費はいかなる理由でも返金しない

(除名)

会員が各号のひとつに該当する時は運営ミーティングの審議並びに代表の承認によりこれを除名す

ることができる｡

①本会の名誉を著しく穀損した場合｡

②本会の目的､または理念に反する行為を行った場合｡

③本会の秩序を損なう行為を行った場合｡

易3章塵全

(総会の構成)

本会の総会は会員を持って構成する｡
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神奈川RB　規約

第14粂

第15条

第16条

第17条

第18条

第19条

(総会の種類)

本会の総会は通常総会､及び臨時総会とする｡

(総会の招集)

通常総会は､毎年1回代表が招集する｡

2.臨時総会は次に掲げる号に従い代表が召集する｡

①代表が必要と認めたとき

②運営会議で必要と決議したとき

③ 3分の1以上の会員より召集の請求があったとき

3.会計監査が召集の必要を認めたとき

4.総会の招集は会議の目的ならびに目時などを記載した書面を持って会目の1 0目前までに発信通

知しなければならない｡

(総会の議長)

総会の議長は出席した会員の中から選出するo

(総会の決議)

総会は第15条の手続きによって成立し､委任状を含む出席会員の過半数をもってこれを決議する｡

(表決権)

会員は総会における各1個の表決権を有する｡

(総会の決議事項)

次の事項は総会の議決を要する｡

①　規約の変更

②　事業計画及び収支予算の決算報告

(卦　事業報告及び会計報告

④　役員の選任並びに解任

⑤　本会の解散

⑥　5号の場合の精算人の選任および残余財産の処分方法

(う　その他特に重要な事項
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神奈川RB　規約

第20条

第21条

第22条

第23条

第24条

第25条

第26条

(総会の特別決議)

前第19条第1号､第5号及び第6号に掲げる事項の決議は委任状を含む出席会員の3分の2以上の

多数でこれを決議するo

(総会の決議事項の通知)

代表は総会の終了後遅滞なく決議事項を会員に通知する｡

(総会の議事録)

総会の議事については議事録を作成する｡

第4章　役員

(役員の種類､人数)

本会役員は､以下の通りとする｡

(丑　代表

(診　副代表

③　事務局長

④　会計監査

(役員の資格)

役員は会員であり総会において選任及び解任される0

2.役員の再任は妨げない｡

(役員の任期)

役員の任期は選任以降から事業年度の総会までとする｡

2.期の半ばに選任された役員の任期は当該年度の総会までとするo

(役員の任務)

1.代表は､本会を代表し､事業を総理する｡

2.副代表は代表を補佐し､代表が業務遂行不可能な場合職務を代行する｡

3.事務局長は､事務局を統括する0
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神奈川RB　規約

第27条

第28条

第29条

第30条

第31条

第32条

第33条

第34条

4.会計監査は､本会の業務執行並びに会計状況を監査する0

第5章　運営ミーティング

(運営ミーティングの構成)

本会の運営ミーティングは会員をもって構成されるo

(運営ミーティングの招集)

運営ミーティングは必要に応じ役員が召集する｡

(運営ミーティングの議長)

運営ミーティングの議長は出席した会員の中から選任するo

(運営ミーティングの決議)

運営ミーティングの決議は出席会員の過半数をもって行う｡

(運営ミーティングの決議事項)

運営ミーティングでは本会の運営に関する諸課題について決議するo

(運営ミーティングの議事録)

運営ミーティングの議事は議事録を作成しこれを保管する0

第6章　事務局･分科会等

(事務局)

本会は本会運営に必要な事務を分掌するために事務局を置く｡

(分科会等)

本会は担当分野毎に分科会を置き本会の目的達成に必要な活動を行う0

①　分科会にはリーダーを置く
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神奈川RB　規約

第35条

第36条

第37条

第38条

第39条

(地区リーダー)

本会は県内を分割して本会の目的達成に必要な活動を行うo

①　各地区にはリーダーを置く

第7章　会計

(会計年度)

本会の会計年度は毎年1月1日から12月末日までとするo

(収支報告)

本会の会計報告は総会において行われる｡

第8章　管理

(規約などの設置)

代表は規約､細則､並びに総会及び運営ミーティングの議事録を事務局に備え置くD

(報告書)

代表は事業年度終了後､その任期中の年度にかかる各号に掲げる報告書を作成し会計監査に提出する｡

①　事業報告書

(卦　会計報告書

付則

1.本規約は2003年2月9日に改訂し､同日より施行する｡

細則

1.規約第9条の会費については以下に定める｡

①会員は年会費3, 000円を事業年度中に納入するo

②中途加入の会員は(∋号､若しくは年度残月数に応じて月額300円を事業年度中に納入する｡
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重奏川RB組織図

役員

l 代表 l矢代幸雄l 劔倬ik�ｼr�

副代表 
伊藤和博 佩9:�m"� 

沢田健介 �冢ﾉoYTb�

夏賀英樹 侏I69uH譴�

会計監査 剪�会計太田隆行 ホームペ-ジ.MLWebチーム 

梶エミ子l山田泰 劔webチームリーダー:原田.渡部 同メンバー.井上池田､手塚､辻谷､沢田 

事務局長 劔インターネット受付役員 広報､渉外役員 会員名簿管理事務局長 関連団体名簿管理矢代幸雄 会報太田隆行 3ケ月予定作成太田隆行 発送作業取りまとめ手塚則生 
手塚則生. 剪�

分科A.)-ダ- 

情報通信分科会 ��:���H�� 
沢田健介 劍��Vﾈ8ﾘ6(4ｨ�ｸｬyyﾘ�)69�r�､9�kﾈ8ﾘ6(4ｨ�ｸｬyyﾘ迄�(��

ヾイク活動分科 �-)$ｨﾅﾂ�廩棹����

救急救命分科会 ��Y$ｩ*��Ohﾞ�;�b�剞_奈川RB会員 53名 

震災時活動研究 分科会 伜)69�r�

*地区リーダーは必要が生じた時に制定する｡

*外部からの問い合わせ窓口はWe bチームが行う｡

* ｢バイク分科会｣は｢バイク活動分科会｣に改名する｡

*今期は主要分科会リーグを2人体制とする｡

*各分科会や活動支援のため､今期は副代表を6人とするo
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神奈川RB　会議構成図
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神奈川RB　会員分布表

会員No. ���nﾂ�地区(住所) ��T踉��名前 �&霎b員ｨ���

1 ��ﾆ�62｢��南部(鎌倉市) 田��舟田裕 �8ﾉYB��ﾈﾞ育8ﾘ),8ｾb��

2 �(i8y�ﾘｶ��(山梨県北杜市) 田B�太田隆行 乂iYB��ﾈﾞ育9h9�hｾb��

5 �H�94駭r�南部(横浜市戸塚区) 田r�杉野紀行 �>ﾉYB��ﾈﾞ育8ﾔｸｾb��

7 乖�4x7韈��東部(川崎市麻生区) 都B�辻谷圭 �>ﾉYB��Vﾈ�8ｾ��(ｾb��

9 ���69�靫ｲ�南部(横浜市栄区) 都r�鈴木啓司 �8ﾉYB�8ﾈｹ�78ﾖ�ｾb��

10 ��:�цﾘ��西部(厚木市) 塔��加藤克美 ��ﾉYB委ｩm育2��

12 伜)gｸ�Tb�南部(横浜市港北区) 塔��(準堅め ��ﾉYB愛9�kﾈ�2��

15 ��:�ﾕ�ｲ�南部(横浜市栄区) 塔"�奉賀英ゆ �8ﾉYB��ﾈﾞ育9h9�hｾb��

16 凭冦委r�西部(伊勢原市) 塔2�梶修平 �8ﾉYB��ﾈﾞ育9h9�hｾb��

17 ��:������西部(厚木市) 塔B�画フ �>ﾉYB��Vﾈ�9]ｹ7�9i$ｨｾb��

18 �伜(��西部(伊勢原市) 塔R�小波浩通 �>ﾉYB���ｸ棹�2��

22 侏I69uH譴�東部(川崎市中原区) 塔r�/項海靖壷ヽ 冉ｹYB��ｩlﾘﾋH�2��

24 �ｹnﾈ椹Eb�南部(横浜市都筑区) 塔��f透野貴モノ 冉ｹYB��ｩlﾘﾋH�2��

26 �iFy79;��北部(相模原市) 塔��島崎亮平 �>ﾉYB茜����2��

27 �i69,8�6｢�南部(横浜市青葉区) 涛��田中博之 ��ﾉYB�(hﾅ9�X児*ﾂ��

29 俚):������東部(川崎市宮前区) 涛��川崎祐佳 ��ﾉYB���依H�2��

36 �')68ｮﾉu"�北部(相模原市) 涛2�凍乱造史ー＼ �>ﾉYB��Vﾈ�9-�仞b��

38 侘8棠wｨ爾�南部(横浜市青葉区) 涛B�(甲華多ノ �>ﾉYB��Vﾈ�9��=��ﾈｾb��

40 �ﾙ>���;��南部(横浜市保土ヶ谷区) 涛R�氏家康太 ��ﾉYB愛9�kﾈ�2��

45 亳Y69�ﾒ�南部(横浜市緑区) 涛b�大野慎司 ��ﾉYB閏ﾙ,ｸ�2��

52 冑闇ﾈ���"�北部(津久井都城山町) 涛r�麺和亘) �>ﾉYB��Vﾈ�8ﾌｹ,ｸｾb��

53 冑�,ｸ拑�ｒ�南部(横浜市港北区) 涛��し大甜 ��ﾉYB閏ﾙ,ｸ�2��

54 �69�ｩ|y[ﾒ�北部(相模原市) 涛��中山知則 �>ﾉYB茜����2��

56 ��68椹�ﾂ�南部(藤沢市) �����藤本卓司 �8ﾉYB��ﾈﾞ育9(hﾋHｾb��

57 ����dﾙTb�南部(横浜市戸塚区) �����梶浩司 �8ﾉYB��ﾈﾞ育9h9�hｾb��

59 �6饐9��nr�西部(相模原市) ���"�山中光彦 ��ﾉYB愛9�kﾈ�2��

60 ��ｨ皐ﾕ�b�東部(川崎市宮前区) �� ��

2007.2.4現在53名 

会員名簿について

*　会員名簿は事務局長により管理されています｡

*　名簿の記載内容は､本人の承諾なしに公表されたり利用されたりすることはありませんが､

神奈川RBの活動において必要とされる場合には､そのリーダー等に知らされることがあります｡

*　名簿の記載内容に変更が生じた場合は速やかに事務局長-ご連絡ください｡

*　名簿を使用する際には､使用目的を添えて事務局長-申し出てください｡
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神奈川RBアマチュア無線クラブ2007年通常総会
2007年2月4日(日)かながわ県民活動サポートセンター

作成:沢田健介(情報通信分科会)

1.活動報告

2006/4/2神奈川RBのクラブ局開局起案(杉野さん)

2006/7/2クラブ局開局案提示(沢田)

2006/7/4-14意見募集(沢田)

2006/7/26役員会でクラブ局開設案合意

2006/8/6無線設備調達(沢田)

2006/8/8無線局免許申請(関東総合通信局)

2006/8/25無線局免許(コールサインJOIYOB. 145/435MHz FM 20W)

2006/9/2八都県市総合防災訓練で訓練運用(海老名市)

2.決算報告

日付 �4ｹw��収入 倡因��残高 儖Xﾖﾂ�

2006/7/28 仂ylhｹi�ﾉ���}�� 塔C�冷� 倡9LﾉV��

// 仂ylhｹi�ﾉ����?ﾈ�8鐫� 鼎3��冷� 丶ｨｼy�ﾉ���

2006/8/8 ��ﾉ���u��y{�� 鼎C�冷� 豫�X��z��

2006/10 �6IFx諍w�{�� 鉄��冷� ��D饂｢�

合計 �0円 田���冷� ��

3.定款見直し

必要があれば定款の見直しを行なう

4.理事選出

定款により理事の任期は1年.通常総会(本会)において再選任を行なうこととあるが, 2007年総会ではクラ

ブ発足時の理事(以下)の承認を行う

･会長(1名)沢田健介(JLIGJE)

･副会長(2名)山田泰(JRIHDE).神林邦彦(7N4LKR)

･監事(1名)太田隆行(7N4MOY)

5.活動計画

･無線通信訓練(2007年4月)

･移動運用訓練(2007年8月)

･アマチュア無線免許取得者支援(随時)

･懇親会(適宜)
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神奈川RBアマチュア無線クラブ定款

(名称)

第1条　本社団は,神奈川RBアマチュア無線クラブと称する

(事務所)

第2条　本社団の事務所および常置場所は,本定款第1 1条で定める会長の自宅内に置く.

(日的)

第3条　本社団は,無線通信技術の自己訓練及び.災害時等における有効な通信技術の研究業務を行うことを
目的として設立する.

(事業)

第4条　本社団は.前条の目的を達成するため次の事業を行う.

会員同士が必要と認めたときは,随時各会員間の無線交信訓練を行う

会員同士の会合を持ち,技術の習得と情報交換及びその他の事業を行う

本社団局の運用を行うとともに.災害時に於いては災害支援活動を行う
会員同士の親睦と無線技術の向上を目的に,移動運用等の訓練行事を行う

防災訓練や非常通信訓練等に参加し.訓練のための無線通信を行う
アマチュア無線を始めようとする人に対し,免許取得及び開局のための援助活動を行う

(入会の資格)

第5条　オートバイの機動力とそれを支援するネットワークにより震災時の情報活動や救援活動の支援を行
い地域社会に貢献することを目的とし.神奈川県内を主な活動場所とする非営利ボランティア団体である神奈

川レスキューサポート･バイクネットワーク(神奈川RB)の正会員で,且つ.アマチュア局の無線設備の操作

を行うことができる無線従事者の資格を有する者(施行規則第3 4条の8に規定する者を含む)のうち希望す

る者に本社団に入会する資格を与える

(会員の資格の喪失)

第6条　会員は,次の場合に会員の資格を失う

(1)神奈川レスキューサポート･バイクネットワークの正会員でなくなったとき

(2)有効な無線従事者の資格(施行規則第3 4条の8に規定する者を含む)を有しなくなったとき

(会員の権利)

第7条　会員は,次の権利を有する

(1)本社団が設置する無線設備を,保有する無線従事者資格の操作範囲内で操作する権利

(2)総会において議決権を行使する権利

(会費)

第8条　本社団の入会費および会費は無料とする.社団の維持のために必要な経費は,神奈川レスキューサポ
ートりiイクネットワーク事務局から承認の上,提供を受けるものとする

(役員)

第9条　本社Eflに次の役員を置く
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(役員の任務)

第1 0条　会長は.本社団を代表し本社団の運営を総括する.

副会長は会長を補佐し.会長不在の場合は,会長に代わり本社団を代表する.
監事は,本社団の運営･会計を監査する.

(役員の任免)

第1 1条　役員の任期は1年とし･毎年1回･本定款第1 2条に定める総会に於いて本社団の会員の中から選

出される

任期の途中で退任した場合は.全役員協議のうえ新役員を選出するものとする.

その場合の任期は前役員の残任期間とする
ただし.後任者が選出出来ない場合は,次の役員選出まで欠員とする

(総会)

第1 2条　本社団の運営に関しては･毎年1回･総会に於いて年間の事業計画を決定する.総会は.その便宜

上神奈川レスキューサポート･バイクネットワークの年次総会と同時に開催するものとする.ただし会長が

必要と認めた場合は随時,臨時総会を開催することを妨げない　臨時総会の機能は総会に準ずるものとする.

総会では次の事項を審議する.

会計報告

活動報告及び事業計画

役員の選出

その他必要な事項

(資産)

第1 3条　本社団の資産は.本社団が設置する無線設備およびその周辺機器とする.

(改正)

第1 4条本規約は,総会において改正することが出来る.

(規定外事項)

第1 5条本定款に記載のない事項および疑義事項については,別に定める神奈川レスキューサポート･パイ

クネットワークの会員規約に準ずるものとする.

付則

本規約は平成1 8年9月1日から効力を有する
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神奈川RBアマチュア無線クラブ構成員名簿(2007年2月1日現在)

氏名 �5(�ｸ8ｸ5H4892�備考 

沢田健介 筈ﾄ杯､R�会長 

山田泰 櫨$売DR�副会長 

神林邦彦 土?｣Dﾄｵ"�副会長 

太田隆行 土?｣Dﾔ��監事 

杉野紀行 度+S�u�� 

大谷暢 鍍ﾔ�$Dﾂ� 

井上哲也 鍍ﾓE�板� 

梶エミ子 度�#ED4ﾒ� 

永山充 土?｣Dder� 

尾崎徳久 筈�埠4ﾒ� 

伊藤和博 筈T�$�� 

矢代幸雄 筈T忍��� 

原田裕史 筈T�4覆� 

渡部祐史 幡ﾆﾅD�"� 
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神奈川RB　連絡先

代表　　　　　:矢代幸雄

郵送先　　　　　:　〒221-0835

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2

かながわ県民活動サポートセンター　レターケースNo.81

※宛先には必ず､

レターケースNo.81神奈川レスキューサポート･バイクネットワーク宛

と明記ください｡

E-Mail

FAX 045-312-1862 (かながわ県民活動サポートセンター内FAXを借用)

※宛先には必ず､

レターケースNo.81神奈川レスキューサポート･バイクネットワーク宛

と明記ください｡

ホームページ　　　　http://www.kanagawarb.org/1ndex.html

携帯サイト　　　　　httpニ//k.excite.CO.jp/hp/u/krpkrb
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